
令和8年度 成年後見制度講演会

成年後見制度は、認知症や障害などにより

判断能力に不安のある人の暮らしを支える

制度です。住み慣れた地域で、誰もが安心

して暮らし続けるためにできることを、一緒

に学んでみませんか。

お気軽に、ご参加ください！

７月２５日（土）

13：30～15：30
（13：00開場）

定員に到達次第お申し込みを締め切らせていただきます。

会 場 井原市民会館 鏡獅子の間

参加費 無料

定 員 100名（要申込）

申込締切 ７月２１日（火）

★ 市民後見人養成事業説明会・活動紹介 15：00～15：30

成年後見制度の利用が必要な人を地域で支える「市民後見人」。井原市が実施している市民後見人

   養成事業について説明します。また実際に活動している井原市の市民後見人による活動紹介も行います。

★ 成年後見制度講演会 13：30～14：50

お申し込み・お問い合わせ先

井原市地域包括支援センター
井原市井原町311番地1
井原市役所2階 介護保険課内

TEL：0866－62－9552
FAX：0866－65－0268
●気象警報が発令された際は、開催を中止する場合があります。

やさしく学ぶ成年後見制度
～事例でわかる、地域の支えあい～

電話または、下記井原市電子申請
サービスからお申し込みください。

講師

社会福祉士

山本 俊之 氏
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